
愛南町農業委員会の委員選任に関する規則 

 

 (趣旨) 

第１条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和 26 年法律第 88 号。以下「法」

という。)に規定する農業委員会の委員の選任に関し、法令又は条例で別に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

 (選任方法) 

第２条 愛南町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)は、法第９条の規定に

基づき選任する方法は次のとおりとする。 

 (１) 農業者からの推薦 

 (２) 法人又は団体からの推薦 

 (３) 一般募集 

 

 (推薦及び募集の資格) 

第３条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識

見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の愛南町農業委員会

(以下「農業委員会」という。)の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うこ

とができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。 

 (１) 町内に住所を有する者。ただし、町外に住所を有する者も妨げない。 

 (２) 町が設置する他の附属機関の委員でない者又は町が設置する他の附属機関

の委員であって兼職が禁止されていない者 

 (３) 愛南町の職員でない者 

 (４)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号)第

２条第６号に規定する暴力団員でない者 

 

 (推薦手続等) 

第４条 農業委員の推薦に当たっては、次の手続を経るものとする。 

２ 第２条第１項第１号の推薦は、町内農業者等３名以上が署名をもってするものと

する。 

３ 第２条第１項第２号の推薦は、団体や組織の代表者が文書でするものとする。 

４ 推薦届は、農業委員会委員推薦届推薦届(農業者用)(様式第１号)又は農業委員会

委員推薦届推薦届(法人又は団体用)(様式第２号)に必要事項を記入のうえ町長に

提出するものとする。 

 

 (募集手続等) 

第５条 農業委員の募集に当たっては、次の方法により、町民及び団体等へ周知をす



るものとする。 

 (１) 町の広報等への掲載 

 (２) 愛南町公告式条例(平成 16 年愛南町条例第５号)第２条第２項に規定する掲

示板(以下「掲示板」という。)への掲示 

 (３) 町の公式ホームページへの掲載 

 (４) 前３号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法 

２ 第２条第３号の一般募集に応募する者は、農業委員会委員応募届(様式第３号)に

必要事項を記入のうえ町長に提出するものとする。 

 

 (推薦及び一般募集の期間) 

第６条 第２条に規定する推薦及び一般募集の期間は 28 日間(末日が、愛南町の休日

を定める条例(平成 16 年条例第４号)第１条に定める休日であるときは、その翌日)

とする。 

 

 (候補者の評価) 

第７条 町長は、第４条及び第５条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募し

た者から農業委員候補者(以下「候補者」という。)を選定するに当たり、選任過程

の公平性を確保するため、別に定める愛南町農業委員候補者及び農地利用最適化推

進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に候補者の評価及び意見を

求めるものとする。 

２ 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、町長に意見を報告す

ることとする。 

 

 (農業委員の選任) 

第８条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者のうちから農業委員として

選任すべき者を決定し、議会の同意を得たうえで、農業委員を任命するものとする。 

 

 (農業委員の補充) 

第９条 会長は、推進委員が罷免、失職及び辞任により欠員が生じたときは、この規

則に定める手続きに基づき、速やかに後任の農業委員の補充をしなければならな

い。 

 

 (その他) 

第 10 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

 

附 則 

 この規則は、平成 29 年４月１日から施行する。 


